
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

臨
時
職
員
を
含
め
て
の
人
件
費
や

職
員
数
、
研
修
、
健
康
管
理
は

　

指
定
管
理
者
移
行
も
あ
り
、
正

規
職
員
は
減
少
し
臨
時
職
員
は

増
え
て
い
ま
す
。
職
員
研
修
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
研
修
や
Ｉ
Ｓ
Ｏ

の
取
り
組
み
で
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
図
り
、
特
に
現
状
を
踏
ま
え
政

策
立
案
能
力
の
向
上
を
図
る
研

修
を
実
施
し
て
い
る
。
健
康
管
理

で
は
、
毎
年
、
健
康
診
断
を
行
い

有
所
見
者
に
は
再
検
査
を
促
し

て
い
る
。
ま
た
精
神
疾
患
に
つ
い

て
は
、
早
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
促
し
人
事
配
置
で
自
己
申
告

の
内
容
を
考
慮
し
て
い
ま
す
。

職
員
採
用
試
験
の
内
容
は

　

教
養
試
験
、
作
文
試
験
は
他
市

と
同
様
で
す
が
、
今
年
度
か
ら
心

理
適
正
検
査
を
導
入
し
、
１
次
試

験
を
統
一
試
験
日
か
ら
は
ず
し

７
月
に
実
施
し
ま
し
た
。

税
金
滞
納
者
の
生
活
再
建
支
援
は

　

支
払
い
能
力
に
応
じ
た
納
付

と
、
消
費
生
活
相
談
へ
の
案
内
を

し
て
い
る
。
ま
た
法
律
相
談
や
専

門
家
に
相
談
す
る
こ
と
が
必
要

な
事
も
あ
り
、
市
役
所
内
部
で
横

の
連
携
を
持
っ
て
対
応
し
ま
す
。

不
納
欠
損
の
基
準
は

　

規
定
に
よ
り
無
財
産
、
生
活
困

窮
、
所
在
か
つ
財
産
不
明
が
３
年

間
継
続
し
た
場
合
。
企
業
は
解

散
時
の
即
時
欠
損
。
ま
た
時
効

に
よ
る
不
納
欠
損
も
あ
る
が
自

己
破
産
免
責
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

平
成
22
年
度
不
納
欠
損
件
数
は

８
７
３
件
で
す
。

都
市
計
画
税
活
用
事
業
は

　

都
市
計
画
事
業
、
区
画
整
理
事

業
に
活
用
し
、
余
剰
は
新
駅
設
置

や
新
小
学
校
設
置
な
ど
の
真
に

必
要
事
業
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

賛
成
多
数
で
認
定

水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定

人
口
減
少
時
代
に
逆
ざ
や
を
ど

う
し
て
い
く
の
か

　

今
後
分
担
金
が
減
少
し
３
条

予
算
が
赤
字
に
な
っ
た
場
合
は

料
金
の
改
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

賛
成
全
員
で
認
定

一
般
会
計
補
正
予
算

庁
舎
問
題
に
つ
い
て

　

用
地
は
、
き
よ
み
野
地
内
の

庁
舎
建
設
用
地
が
最
有
力
候
補

で
す
。
耐
震
性
確
保
と
共
に
現

庁
舎
の
諸
問
題
を
解
決
し
た
い

考
え
で
す
。
有
効
な
財
源
確
保
、

建
設
費
用
の
削
減
、
将
来
負
担
の

軽
減
も
図
り
な
が
ら
、
建
設
の
検

討
を
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

賛
成
多
数
で
可
決

中
川
改
修
工
事
に
伴
う
市
道
の

路
線
認
定
（
須
賀
・
榎
戸
地
内
）

　

現
地
視
察
実
施
後
、
幅
員
を
６

ｍ
に
す
る
対
策
は
、
水
路
と
交

差
す
る
と
こ
ろ
が
歩
行
の
支
障

に
な
る
が
対
策
は
、
の
質
疑
に
、

計
画
時
に
国
へ
要
望
を
し
た
が
、

現
状
の
道
路
の
機
能
補
償
が
原

則
な
の
で
で
き
な
か
っ
た
。
水
路

と
の
交
差
部
は
使
用
状
況
を
確

認
し
、
検
討
す
る
と
の
答
弁
。

　
　
　
　
　

賛
成
全
員
で
可
決

一
般
会
計
決
算
認
定
担
当
分

　

前
年
度
と
比
較
し
、
各
款
・
項
・

目
で
不
用
額
が
増
え
た
理
由
は
、

事
故
繰
越
の
内
容
は
、
等
の
質

疑
に
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

影
響
等
で
事
業
の
中
止
や
延
期

な
ど
が
あ
っ
た
た
め
と
の
答
弁
。

ま
た
、
各
項
・
目
に
お
け
る
事
業

等
の
結
果
や
現
状
等
、
今
後
の
予

定
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
。

可
否
同
数
、
委
員
長
裁
決
に

よ
り
認
定

下
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
認
定

　

不
用
額
と
繰
越
額
の
内
容
は
、

平
成
22
年
度
中
に
下
水
道
に
接
続

し
た
件
数
と
未
接
続
件
数
は
、
等

の
質
疑
応
答
。

　
　
　
　
　

賛
成
全
員
で
認
定

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

決
算
認
定

　

分
担
金
と
使
用
料
の
収
入
未

済
額
の
内
容
は
、
未
済
額
の
理
由

は
、
等
の
質
疑
応
答
。

　
　
　
　
　

賛
成
全
員
で
認
定

よしかわ議会だより 10

か　ら

員会の

　９月８日、９日に総務水道と 文教福祉、９月12日、13日に

建設生活の議案審査、９月14日 に建設生活の請願審査が行われ

ました。

　委員会での主な審査内容を各 常任委員長が要約しています。

総 務
水 道

建 設
生 活

耐震性が心配される市役所庁舎

市道の路線認定（現地視察）




